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東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた 

中長期にわたる取組の推進について（見解案） 

 

平成 24 年 月 日 

原 子 力 委 員 会 

 

 東京電力（株）は、福島第一原子力発電所の事故発生後の 2011 年４月に「福島

第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」を取りまとめた。この道筋は、同月

に発足した政府・東京電力統合対策室によって進捗が管理され、同年 12 月に至っ

て、原子炉の「冷温停止状態」が達成され、そのステップ２が完了した。 

 

一方、原子力委員会は、同発電所１～４号機の使用済燃料や溶融後凝固した燃料

の固まり（燃料デブリ）を取り出して保管し、放射性物質による汚染を除去して清

浄化し、施設を解体し、解体廃棄物を管理可能な状態にして、敷地を再利用可能に

する、いわゆる廃止措置を完了するまでの中長期にわたる取組のロードマップとそ

の推進に向けて効果的と考えられる研究開発課題を政府と東京電力（株）が共有し、

研究や技術開発を含む取組を計画的かつ着実に進めていくことが重要と判断した。

そこで、これらを早急に取りまとめるために、2011 年７月に「東京電力（株）福島

第一原子力発電所における中長期措置検討専門部会」（以下、「専門部会」という。）

を設置した。専門部会は鋭意検討を進め、同年 12 月には「東京電力（株）福島第

一原子力発電所における中長期措置に関する検討結果」を取りまとめた。 

 

 上述の道筋のステップ２の完了に伴って、政府・東京電力統合対策室は廃止され、

同月、新たに政府・東京電力中長期対策会議（以下、「対策会議」という。）が設置

された。対策会議は、原子力委員会の提言を踏まえて「東京電力（株）福島第一原

子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（以下、「中長期

ロードマップ」という。）を決定し、以来、同発電所においては、これにのっとっ

て事故現場を清浄化する取組が進められてきた。 

 

 2012 年３月、原子力安全・保安院（当時）は、同発電所の安定状態維持に向けた

取組等の中長期的な信頼性向上策について具体的な実施計画を策定するよう東京

電力（株）に指示し、東京電力（株）はこの指示に基づいて実施計画を提出した。

原子力安全・保安院は、７月に意見聴取会における専門家の意見を踏まえてこの実

施計画の評価を行い、結果を取りまとめた。これを受けて、対策会議は同月に中長

期ロードマップを改訂し、その後、中長期ロードマップの第１期作業である１号機

原子炉格納容器の内部調査、４号機使用済燃料プールの健全性調査等を実施してい

る。 
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中長期ロードマップの目標通りに今後２年以内に使用済燃料プールの燃料集合

体の取り出しを、10 年以内に燃料デブリの取り出しを開始できたとしても、事故を

起こしたすべての原子炉の廃止措置が終了するまでには 30 年以上を要すると予想

されている。この間、福島県において人々が安心して暮らすことができるためには、

この取組が安全かつ確実に進められることが必須である。 

そこで原子力委員会は、2012 年８月、定例会議において、中長期ロードマップ改

訂の内容や、これまでの取組の経過と成果を聴取し、中長期ロードマップに示され

た取組に関係の深い有識者を交えて意見交換を行った。さらに、対策会議にアドバ

イザーとして参加し、現場での取組の状況を把握している有識者を含む専門部会構

成員の見解や、2012 年３月に郡山市、７月にいわき市で開催した「御意見を聞く会」

において伺った地元住民の皆様のご要望等も踏まえ、この取組の今後の在り方に対

して、専門部会報告書で要求した重要な視点に関わる対策の不足や遅れが無いこと

を求めるとともに、作業の進捗に伴って見出された重要と思われる点を指摘する以

下の提言を取りまとめた。今後関係者がこれらの諸点に留意して所要の取組を着実

に推進することを期待する。 

 

 

１． 現地における取組について 

 

（１）国及び東京電力（株）は、今後において、新たに自然災害が発生しても、事

故を起こした発電所から放射性物質の放出及び飛散が増大することのない

よう、福島第一原子力発電所１〜４号機の冷却設備や、耐震性が注目されて

いる４号機建屋の信頼性・頑健性を確かなものとするための取組や、燃料デ

ブリ取り出し作業の際に燃料デブリが予期せぬ形状や配置になることによ

る再臨界、閉所に蓄積した水素の爆発及び汚染水やガス・ダスト等の環境へ

の漏えい等の異常の発生を防止するための取組を行っていると理解する。し

かしながら、作業の進展に伴って状況が変化する可能性があるから、これら

の異常の発生可能性の評価を絶えず見直し、公衆及び作業者の安全に影響を

与える可能性を十分小さくするよう万全の対策を講ずべきである。また、こ

うした取組に関する情報を公衆及び作業者と共有することを怠ってはなら

ない。 

 

（２）国及び東京電力（株）は、事故を起こした原子炉及び長期間停止している  

５、６号機における重大な事故の発生を含む現地における緊急時シナリオを

分析・評価して、適切な防護措置及びこれの実施に必要な資機材の整備を行

うとともに、福島県や地元自治体と共同して新しい防災指針と整合性のある

それぞれの防災計画を策定すべきである。 

 

（３）国及び東京電力（株）は、この中長期ロードマップにのっとって実施される
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清浄化作業を含む廃止措置（以下、「中長期措置」という。）の実施に際して、

作業者の安全が確保されるよう、放射線管理・緊急時被ばく医療の強化等の

安全対策の充実や、線量限度に達した作業者の雇用保証といった処遇の充実

を図っていると理解する。しかしながら、今後とも、作業者の安全を確保す

る取組の改良改善を図るとともに、その実施状況の透明性を高めることは重

要である。また、厳重な立ち入り管理や接近管理は核セキュリティの観点か

らも極めて重要であり、作業者の労働管理の一環として引き続き着実に実施

すべきである。 

    なお、この中長期措置が長期にわたる作業であり、作業者の確保や技術レ

ベルの維持が重要課題であることにかんがみ、国及び東京電力（株）は、上

記のような取組を長く進めていくに当たって、今後とも、二次、三次の下請

けといった従来型の雇用形態で作業者を確保することが適切かどうかも含

めて検討し、雇用形態の在り方に関して新しいビジョンを定め、その実現に

向けて取り組んでいくべきである。 

 

（４）建屋への地下水の流入防止による汚染水の発生量抑制と、汚染水の処理とい

う当面の重要な課題に対しては、実効性、頑健性のある取組を設計し、これ

を確実に実現させていく必要がある。なお、これが実現されたとしても、環

境放出基準を満たすよう無害化処理した汚染水を環境に放出することが必

要になると考えられる。しかしながら、このことが実施できるためには、関

係者の理解と協力を得ることが前提であるから、国及び東京電力（株）はこ

のための取組を早くから始めるべきである。 

 

（５）専門部会は、使用済燃料プールに存在する燃料集合体を、海水が注入された

ことに伴う長期健全性の問題や、原子炉建屋の損傷等を考慮すると、可能な

限り早急に取り出し、別建屋の使用済燃料プールで保管、あるいは使用済燃

料キャスクに収納して保管すべきであるとした。また、その際、燃料が破損

していることも考えられるため、国及び東京電力（株）に対し、燃料集合体

の取扱いが新たな放射性物質の放出につながることのないように、不測の事

態にも対応できるよう十分な対策を準備すべきとした。この取組は着実に推

進されていると理解するが、現場で得られた諸知見を活かして準備を確実に

進め、早期に燃料取り出しを完遂すべきである。 

 

（６）国及び東京電力（株）は、津波襲来や原子炉事故に伴って発生したガレキや

汚染水等の発電所の建屋内外に既に存在する放射性廃棄物や、ガレキ除去、

除染、汚染水処理、燃料取り出し等の清浄化作業の過程で発生する二次廃棄

物、及び燃料デブリのような高線量の放射性廃棄物を安全かつ安定に一時保

管するための設備や仕組みを整備しつつあると理解するが、この取組に当た

っては、これらの廃棄物の最終処分の在り方を検討し、反映することが大切
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である。さらに、可燃性廃棄物の焼却処理を進めるとともに、将来の処分や

長期貯蔵を見据えた廃棄物の処理、安定化方式の研究開発を進め、できると

ころから具体化すべきである。 

 

（７）国及び東京電力（株）は、気体状の放射性物質の放出量抑制を着実に進める

べきである。敷地内に保管している放射性廃棄物や伐採木からの直接線、及

びスカイシャインによる被ばく線量の制限に関しては、除染の進んでいない

敷地外の森林からの線量が高いこと等を考慮し、敷地外の除染活動の進捗状

況を勘案しながら、敷地内外の作業者が実際に被ばくする線量を有効に低減

することに注力すべきである。また、現状での放射性物質の環境放出量につ

いて、より正確な評価を行い、周辺住民に示すべきである。 

 

（８）国及び東京電力（株）は、事故進展の詳細なメカニズムを一層明らかにする

使命を有していることを片時も忘れず、中長期措置で実施されるそれぞれの

取組の計画やその緊急度、優先度の決定にそのことを適切に反映させるべき

である。 

 

 

２．安全性、透明性、効率性の高い事業運営について 

 

（１）東京電力（株）は、前例の無い作業を多く含む中長期措置を安全かつ迅速に

進めていく必要があるが、そのためには、それらの取組に対する規制当局の

許認可をタイムリーに得る必要がある。そこで、個別の作業に着手する前の

早い段階から当該作業の安全確保に関する検討を十分に行い、規制当局に対

して合理的な規制判断に資する説明を丁寧に行うべきである。また、核燃料

物質の保障措置活動については、燃料デブリの管理に関する技術開発を行う

とともに、規制当局や国際原子力機関とその適用等について十分に調整し、

万全を期すべきである。 

 

（２）これらに対する規制を行う規制当局は、中長期措置が一刻も早く対処すべ

き問題であることを踏まえ、取組の迅速性・効率性を阻害することになら

ないよう、特に新しい取組である福島第一原子力発電所の清浄化作業で発

生する破損燃料、燃料デブリ、廃棄物等を処理・処分するための法令、基

準類の在り方を、チェルノブイリ発電所その他における先行例を調査研究

するなどして検討し、これらをタイムリーに整備すべきである。 

 

（３）政府は、この中長期措置が安全かつ確実に推進されることについて責任を有

することから、作業実施者の能力が最大限に活かされるとともに、国内外の

知見を効果的に活用して様々な作業が確実に遂行されるよう、技術経営能力
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の整備や、施設、人材、費用、技術及び資材等の確保に万全を期すべきであ

る。また、中長期措置がこのような考え方にのっとって効果的に実施されて

いることが国内外において正しく理解されるよう、透明性の確保に留意すべ

きである。このため、この取組をそうした観点から評価・監査し、適宜に改

善すべき点などを政府に対して勧告する、海外の専門家を含む第三者機関を

設置すべきである。そして、その勧告を踏まえ、将来において専任の廃止措

置機関を設置することも含め、絶えず最適な運営体制の確立を目指すべきで

ある。 

 

（４）原子力委員会は、中長期措置が有識者、周辺の地元自治体、一般国民の視点

から見て安全で妥当なものであり続けるためには、作業の透明性を確保する

ことが重要であると判断し、取組の進捗状況を周辺地域社会に対して説明し、

これに対する地域社会の御意見を聞く会を開催してきた。今後は、対策会議

が福島県等と協議し、このような取組を効果的に継続していくことを期待す

るが、上記の第三者機関を設置する場合には、中長期措置の進捗状況や見通

しを周辺自治体や国民に情報提供する観点から、定期的に現場の担当者がこ

れらを説明し、地域住民の要望や取組状況に対する意見の開陳を求める会合

を開催することを、その任務の一つとすべきである。 

 

（５）事故の原因や結果の分析に関する報告等を体系的に整備し、それを広く公開

することによって、国際社会が原子力安全の確保のために利用できるように

するためのアーカイブ（関連資料の収集保存）の取組が計画されている。今

後 30 年以上にわたる中長期措置に係る取組に関して公表された成果もその

一部として体系的に収集されるべきであるから、これに積極的に協力すべき

である。なお、これらの成果のうち知的財産に該当するものの取扱いは、適

切になされるべきであることは言うまでもない。 

  

（６）中長期措置とそのための研究開発の推進に当たって、短期的には、現場のニ

ーズに応じた人員が確保できるよう、関係機関が連携・協力すべきである。

しかし、30 年以上に及ぶ取組の中で技術者の世代交代は必然であるから、国

及び東京電力（株）は、中長期的な人材確保・育成に関するニーズを明らか

にし、教育機関や研究機関と連携し、そのニーズを満たすための取組を推進

すべきである。遠隔操作で燃料あるいは燃料デブリを取り扱うような高度の

熟練が必要とされる作業に関しては、技術継承が確実に行われるようにする

ことが重要であるから、後述する研究開発・技術開発の拠点となる試験施設

と併せて、こうした作業に関する教育機関を現場周辺に整備すべきである。

なお、長期にわたるプロジェクトにおいては技術継承と技術者の参画意欲の

確保が重要であるから、若い技術者が教育機会を求めて集まるよう、この取

組においては、魅力的な教育内容を整備することも必須である。 
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３．研究開発・技術開発について 

 

（１）中長期措置の事業を推進していくためには、様々な分野の知見や、多岐にわ

たる技術が必要であり、それらの中には調査研究や開発によって初めて入手

できるものもある。そうした研究開発課題は既に抽出され、その解決への取

組を、国と関係機関が連携して先行的に推進してきていると理解するが、こ

れらの調査研究や技術開発の取組は、事業の進展に応じて内容を見直し、事

業が全体として効果的かつ効率的に推進されるようにしなければならない。

このことを確かにするためには、事業全体を俯瞰できる専任のリーダーの下

に技術経営・戦略チームを整備し、強いリーダーシップの下で担当者が分担

した取組を責任を持って推進する体制が必要である。 

    そこで、当面の事業運営は東京で開催されている対策会議中心でいくとし

ても、現場に関連施設ができ、専門家が配置され、ここが本部になる段階を

見据え、現場中心の実行部隊に実施に係る責任と権限を付与することが検討

されるべきである。特に、技術開発については、運営委員会方式では効果的

な遂行に限界があるため、この一環として、研究組合のような実質的組織を

作り、適切な人を責任者に据え、効果的に進めることも検討されるべきであ

る。 

 

（２）中長期措置は大量の汚染水を処理することや、大量の燃料デブリを高放射線

下で取り扱うという前例の無い取組を含むことから、その取組に世界各国の

優れた技術や知見を生かすことが重要である。国及び東京電力（株）は、現

場のニーズを第一に考え、それを満足する最も効果的かつ効率的な技術の開

発を推進する責任があることを自覚し、海外の専門家の意見にも丁寧に耳を

傾け、現場において最も適切な技術が採用されるよう取り組むべきである。 

    現在、研究開発の補助事業者は、このことを確かにするため、現場で採用

する価値がある可能性のある技術に関する情報を国内外の研究機関や民間

会社に提供してもらって技術カタログに取りまとめ、この技術カタログを調

達品あるいは自社開発品の技術仕様に反映している。しかしながら、現在取

りまとめられている技術カタログに収録されている情報は十分に包括的で

あるとは言えない。その取りまとめに当たっては、研究開発段階であっても

有望な技術や優れた知見を有する企業や個人との間で、これまでに導入した

技術の実績、導入した結果の評価を共有することにも配慮すべきである。ま

た、今後は、要素技術のみならず、ソリューション導出やシステムインテグ

レーションに関する知見の必要性や重要性が高まることを考えると、知見を

集める新たな枠組を考える必要がある。 

    そこで、国は技術選定の計画と経過に関する情報を発信し、今後とも、よ

り良い取組の設計・推進のために国内外の専門家が交流する機会を適宜に持

つとともに、現場において最も適切な技術が利用されることを確かにするた
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め、技術カタログの再構築と運用を含む今後の取組の在り方について検討す

べきである。  

 

（３）他方、現状の技術開発の枠組では、必ずしも当事者に国内外の英知・技術を

積極的に調達するインセンティブが働いていないという評価もある。当事者

が積極的に外部の有用な技術を調達する、優れた技術を有する外部と共同で

技術開発を行うなど、率先して国内外の英知を集約し、現場のニーズに合致

した信頼できる優れた技術を効率的かつ安価に開発するよう努めることを

期待しているが、これが不十分であるとすれば、積極的な調達が推進される

ように、開発の基本計画、公募・委託の枠組を見直すべきである。 

 

（４）計算機シミュレーションにより事故進展過程を解明することは、中長期措置

の取組に必須となる炉心損傷状況の把握や原子炉内での燃料デブリの分布

の推測、及びシビアアクシデント対策の立案に当たって重要である。国は、

これらの目的を念頭においた計算機シミュレーションによるシビアアクシ

デントの事象進展解析ツールの高度化を迅速に進め、この取組にタイムリー

に活用できるようにすべきである。 

 

（５）国及び東京電力（株）は、燃料デブリや放射性廃棄物の性状分析や処理方法

の試験等を行うための施設、及び中長期措置の実施に必要となるロボットや

遠隔操作機器の活用に関する研究開発を推進するための現場を模擬したモ

ックアップ施設に関して、前者については、日本原子力研究開発機構（以下、

「JAEA」という。）の設備を有効に使う観点から、JAEA での試験と新たに作

る施設での試験との整合性を取ることを、後者の機能や立地については、機

器のメンテナンスやオペレーター訓練、作業の安全性向上や効率化のための

事前訓練にも利用することを考慮し、現場内又はその近傍に設置することを

検討していると理解する。また、ロボットや遠隔操作機器の性能試験には、

休止中の５、６号機を活用することも有用であるとの意見も踏まえていると

理解する。 

    これらについては、閣議決定された「福島復興再生基本方針」の趣旨を踏

まえ、地域社会の科学教育の拠点の一つとして活用し、また、ロボットや遠

隔操作機器開発を被災地の企業の協力を得ながら行うなどして、地場産業の

育成、雇用の創出にも貢献するよう配慮し、さらに、これらに集う研究者や

教育関係者が地域住民とコミュニティを構築することの重要性にも着目し、

その実現に向けて着実に取り組むべきである。 

     

 

以上 

 


